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○
超
過
勤
務
上
限
規

制
「
効
果
が
あ
っ
た
」

が
「
表
面
上
」
を
含
め

４５
％ 

  

超
過
勤
務
の
上
限
規
制
は
、

「
表
面
上
の
効
果
は
あ
っ
た
」

（
２９
％
）
を
含
め
「
効
果
が
あ
っ

た
」（
１６
％
）
は
４５
％
を
占
め
て

い
ま
す
。
各
職
場
で
の
超
過
勤

務
を
減
少
さ
せ
る
努
力
の
反
映

も
あ
る
と
考
え
ま
す
。
一
方
で

「
管
理
職
の
担
当
す
る
業
務
量

が
増
え
た
」
は
２０
％
、「
何
も
変

わ
っ
て
い
な
い
」
が
２７
％
で
職

場
の
管
理
職
は
具
体
策
の
提
起

が
な
い
職
場
任
せ
の
超
過
勤
務

上
限
規
制
を
冷
や
や
か
に
見
て

い
ま
す
。 

  

 
近
年
、「
働
き
方
改
革
」
の
名
の
下
、「
超
過
勤
務
の
上
限
規
制
」
や
「
在

宅
勤
務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
」
の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

社
会
の
大
き
な
流
れ
で
の
変
革
で
す
が
、
職
場
の
管
理
職
員
の
受
け
止
め

方
が
、「
管
理
職
員
等
業
務
実
態
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

【設問３－１】 

 政府は私たちの職場に「働き方改革」を導入してきました。その一

つとして『超過勤務の上限規制』がありますが、貴方の評価について

お聞かせください。 

① 部下の超過勤務が減少し効果があった 

② 部下の超過勤務が減少する表面上の効果はあった 

③ 管理職が担当する業務量が増えた 

④ 何も変わっていない 

⑤ 部下の勤務時間管理をする事ができない 

【設問３－２】 

 新型コロナウイルス蔓延防止策として、蔓延地で 7 割、そ

の他の地域でも週 1 回の「在宅勤務」が求められています。

またこれとは別に新型コロナ蔓延前から WLB として『テレワ

ーク』勤務が実施され、対象者が拡大されてきました。 

 新型コロナウィルス蔓延防止策としての在宅勤務がなくな

った後の「テレワーク」実施について、貴方はどの様にお考

えですか。 

① 従前の形に戻すべき  

② 時代の流れなので徐々に拡大して欲しい  

③ コロナ感染防止策時と同様に、在宅勤務を実施して欲し

い 

④ 事情ある職員に限って、コロナ感染防止策時と同様に、

在宅勤務を実施して欲しい 

⑤ その他 
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○
テ
レ
ワ
ー
ク 

 
ル
ー
ル
を
確
立
し
な

が
ら
「
徐
々
に
拡
大
」

（
４１

％
）
が
職
場
の

思
い 

  

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
今
後
の

「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
、
聞

い
た
と
こ
ろ
「
徐
々
に
拡
大
」
等

の
継
続
の
意
見
は
合
計
で
７７
％

を
占
め
て
い
ま
す
。 

た
だ
し
、
記
述
意
見
で
特
徴
的

な
の
は
、「
災
害
時
の
緊
急
的
対

応
に
問
題
が
あ
る
こ
と
」「
現
場

を
監
督
し
地
元
対
応
を
す
る
出

張
所
で
は
困
難
な
こ

と
」
「
組
織
で
行
う
仕

事
で
あ
り
、
不
可
欠
な

部
下
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
問
題

が
あ
る
こ
と
」
な
ど
業

務
運
営
上
の
多
く
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。 

地
方
と
都
会
部
の
ネ

ッ
ト
回
線
確
保
環
境
・

経
費
の
違
い
の
不
公

平
感
や
、
そ
も
そ
も
業

務
に
関
わ
る
金
銭
負

担
が
個
人
負
担
で
あ
る
事
が
問

題
で
す
。 

ま
た
、
輪
番

制
で
誰
も
が
在
宅
勤
務

が
出
来
る
こ
と
に
懐
疑

的
な
意
見
も
あ
り
、
W

L

B
（
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
）
の
制
度
の

趣
旨
に
則
っ
た
「
事
情

あ
る
職
員
に
限
っ
て
」

行
う
べ
き
と
の
意
見
も

あ
り
ま
す
。 

  

●テレワーク。基本推進。 
しかし・・・！？ 

❶その人の事情や状況に応じて、テレワーク勤

務が出来る仕組みであれば良いと考える。 

❷長距離通勤、単身赴任、家庭の事情ある職員

等の在宅勤務が可能となれば、少なからず生活

との調和も向上すると思われる。事前に在宅日

が確認できれば、それを考慮した業務スケジュ

ールも組むことで大きな問題はないと思う。た

だ、急な業務対応、頻繁な在宅となると、業務に

影響が出ることもありそう。 

❸職種として、実質的にエッセンシャルワーカー

に該当すると思慮されるため、拡大等は難しい

と考えるが、職務内容、職員の事情によりある程

度自由に選択できる状況にあって欲しい。 

●部下とのコミュニケーションに 
問題！ 

❶部下職員とのコミュニケーション不足。在宅による対

面の機会減少。電話やメールチャットでは不足と考えて

いる。対面による雑談を含めた”対話”が必要。ちょっとし

た相談や連絡等がなくなっている気がする。 

❷在宅勤務の推進に伴いコミュニケーションが不足する

ことのないよう工夫が必要。 

❸・職場内のコミュニケーションが不足する。・仕事以外

のことをしている人も多い様に思う。 

●改善すべき点は沢山ある！ 

❶テレワークを大勢でやると回線が細いせいなのか、

途切れやすい。ネットワークを整備すべき。 

❷在宅勤務時の電気料金、ネットワーク通信料金の負

担増が問題。地測では単身赴任者や若手職員がテレワ

ークのために通信機器やプロバイダ契約等の準備を

するのは負担になる。 

❸内線電話を在宅勤務職員の携帯につながるように

すべき。WEB 会議をもっと手軽に出来る様に、また、オン

ラインチャットシステムの導入等、在宅勤務とのコミュ

ニケーションをとれるようにすべき。 

➍ＷＬＢと言っているが、「在宅勤務」のルールを決めよ

うとしていない。どの様な事情があればＷＬＢ目的で取

得可能かなどが決まっていない。勤務時間管理、内容、

成果、勤務状況の把握が困難などの問題もあり。 

●出張所でのテレワークは困難！ 

❶現場を所管する出張所においては、在宅勤務は不可能。

請負者や地元住民が相手であり、常に出張所長が出勤せ

ざるを得ない。また、ダム管理支所における支所長は、ゲ

ート開度の決定等、24H 体制が基本となるケースが発生す

るため、その点の改善後に在宅勤務を導入すべき。 

❷何も現場で問題が起こらなければ在宅でも仕事は進ん

でいく(書面を淡々とチェックしていくだけ)。 ただ、現場

はそうではなく日々問題が起こっており、すぐ判断して調

整するべきことが在宅では不可能と考えている。 


